
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 4 月 

 

       国土交通省中部地方整備局 

       名 古 屋 国 道 事 務 所 
 

 

令和３年度 
 

事 業 概 要 書 
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  ～地域や道路利用者の皆様から信頼される事務所を目指して～ 

   

     

 

 

1. 良質な道路サービスを道路利用者に提供するとともに、地域の更なる 

発展を支える道路利用環境の向上を図ること。 

2. 広域的な幹線道路ネットワークの保全･管理や防災対策を通じて地域 

の安全・安心を確保すること。 
 

 

 

1.  都市部の激しい渋滞の緩和、沿道環境の改善 

2.  交通事故の削減 

3.  大規模災害への対策の強化（想定：風水害対応、南海トラフ巨大地震等） 

 

 

 

1.  円滑な道路交通の確保と沿道環境の改善 

1.1 道路利用に関する日常的な管理 

1.2 沿道の環境改善を図る道路整備 

2.  安全・快適な道路環境の確保 

2.1 交通事故対策のための交通安全施設等の整備 

2.2 ライフライン(水道・電気・通信など)を収容する道路空間の整備・管理 

3.  安全･安心の確保 

3.1 道路改築事業 

3.2 道路の維持修繕や防災対策 

3.3 安全・安心な道路交通を確保するための道路整備 

3.4 道路施設の老朽化対策 

3.5 大型車両の通行の適正化 

3.6 「道の駅」による地域活性化の拠点形成

名古屋国道事務所のミッション 

★ 果たすべき役割 

★ 地域課題 

★ 地域課題に対する取組 
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Ⅰ．令和３年度工事関係費総括表 

 

事  業  種  別 事業費(百万円) 備  考 

 改   築 ２，０７０  

  国道 1 号 

愛知 1 号震災橋架替（熱田伝馬橋架替） ４１０ 

 

  国道 23 号愛知 23 号環境対策 ３７０  

  国道 153 号伊勢神改良 １，２９０  

 交通安全 ２，２１９  

 共 同 溝・電線共同溝 ４２９  

 合  計 ４，７１８  

 ※上記の他に、維持修繕に係る予算がある。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和３年度 名古屋国道事務所 事業費 

１

155

22

41

19

23

N名古屋国道事務所管内図

E1

E1A

C3

C2

E23

E1A

C2

E19

E1

E41

E87

E87

E69

23

155

23

１

302

153

国道153号

伊勢神改良

国道23号

愛知２３号環境対策

国道1号

愛知1号震災橋架替
（熱田伝馬橋架替）

302
153

（単位：km） 

１号 １９号 ２２号 ２３号 ４１号 １５３号 １５５号 ３０２号 

93.9 31.7 26.0 92.1 27.8 74.3 31.9 59.0 

路線別管理延長（合計 436.7km） 
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Ⅱ．事業概要 
名古屋国道事務所は、愛知県内の主要国道である 1 号、19 号、22 号、23 号、41 号、153

号、155 号及び 302 号の 8 路線（管理延長 436.7km）の管理を通して、地域や道路利用者の

皆様への安全・安心で快適な道路サービスの確保に取り組んでいます。 

 

 

１．円滑な道路交通の確保と沿道環境の改善         

 

1.1 道路利用に関する日常的な管理  

 

安心で豊かな暮らしを支える道路で安全で快適な道路サービスを確保するため、日

夜、「道路パトロール」「異常気象時通行規制」「道路情報提供」「道路に関する工事の承

認及び占用許可」「特殊車両通行許可」などの業務や、路面等の補修、道路除草、清掃、

街路樹の手入れなどを行っています。 

 

  【道路パトロール】      【路面補修】      【道路除草】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通行止装置（遮断機）】 

 

 

 

 

路線 名称 区間 通行注意 通行止

稲武
　豊田市明川町亀平
　　　～同市小田木町イナバ

連続雨量
１２０ｍｍ

連続雨量
１５０ｍｍ

【異常気象時通行規制区間】 
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国道 23 号名古屋南部地区の沿道環境を改善をするための対策を実施しています。 

（１）国道 23 号 愛知 23 号環境対策    

豊明市阿野町～弥富市栄南町（延長 29.2km）において、環境施設帯整備等を実施

しています。 

・令和３年度：用地調査、用地買収を予定 

（２）国道 23 号通行ルール（名古屋南部地域） 

国道 23 号名古屋南部地域において、2014 年度（平成 26 年度）より周辺地域へ

の大気環境負担軽減を目的として大型車の中央寄り走行を促す「国道 23 号通行ル

ール（名古屋南部地域）」の実施等を行っています。 

① 横断幕・懸垂幕・路側看板・路面標示等の掲示及び維持管理、道路情報版（電

光式）での情報提供。 

② 伊勢湾岸自動車道を中心とする他の道路への迂回促進のための沿道大気情  

報（NO2 及び SPM 濃度）のホームページでの公開。 

③ 違反特殊車両の取締まり。 

（３）環境施設帯の維持管理  

  

1.2 沿道の環境改善を図る道路整備  

【国道 23 号通行ルール】 【国道 23 号 環境施設帯整備】 

港区港栄 
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２．安全・快適な道路環境の確保              

 

2.1 交通事故対策のための交通安全施設等の整備  

 

安全で円滑な交通の確保や交通事故撲滅のため、愛知県内の直轄国道において「愛

知県事故ゼロプラン」を推進します。また、包括的な交通安全対策（新たな面的交通

安全対策）の検討や、生活道路の交通安全対策の推進に取り組む愛知県内の自治体に

技術支援を行います。 

（１）事故ゼロプランの推進 

交差点改良、自転車・歩行者道整備等の交通安全事業により､交通事故の防止

等に向けた交通環境整備を行います。 

① 交差点改良・・・・・・・ 9 事業    

② 自転車・歩行者道整備 ・・・・・・・  5 事業 

併せて管内全路線において、区画線、道路標識、道路照明灯、道路情報提供

装置等の整備を行います。 

「事故ゼロプラン」とは 

愛知県内の直轄国道において､過去の事故箇所にとどまらず、事故の特性・道路の性格、関係機関や

道路利用者に対するアンケート結果等をとおして事故危険箇所を選定し、的確な予防対策を選択し、集

中的に対策を実施するもの。（2010 年(平成 22 年)12 月～） 

【事故対策（右折レーンのカラー化）】       【事故対策（追突への注意喚起）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歩道整備】               【自転車通行空間整備】 

 

 

 

 

 

 

 

 国道 19 号（名古屋市中区） 

国道 41 号（小牧市村中） 国道 22 号（一宮市東島） 

国道 155 号（瀬戸市山口町） 
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（２）生活道路の交通安全対策 

     名古屋国道事務所では、生活道路の交通安全対策への支援を行っています。 

・幹線道路の機能低下（渋滞等）時において、抜け道利用などを目的にした生活道

路路への進入により生活道路の安全性が低下することを防ぐため、自動車の走

行性を重視した幹線道路と地域の方が通勤や通学で利用する生活道路をより明

確に区別し、各道路管理者が連携して対策を実施することで、包括的な交通安

全対策（面での対策）に取り組んでいます。 

・ETC2.0 プローブデータ等のビックデータを活用した分析や、可搬型ハンプの貸

出し等、自治体への技術支援を行っています。 

（愛知県内の生活道路対策エリア：29 市町の 48 地区(令和 3 年 3 月末)） 
１ 
※関連情報は                                            をご覧下さい。 

 

  【包括的な交通安全対策のイメージ】       【抜け道利用に伴う交通課題】 

  

 

【ビックデータを活用した分析例】          【可搬型ハンプの貸出し】 

  

山名地区（扶桑町） 

和会地区（豊田市） 植田東地区（名古屋市） 

生活道路の交通安全対策に関するポータルサイト 
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2.2 ライフライン（水道・電気・通信など）を収容する道路空間の整備・管理  

 

（１）共同溝 

ライフライン（水道・電気・通信など）を道路地下空間にひとまとめに収容す共

同溝を管理し、路面の掘り返し工事を減少し円滑な道路交通の確保を図ります。 

●共同溝の管理：国道 1号、19 号、22 号、23 号、41 号、302 号 

  （２）電線共同溝 

電線類を地下に収容する電線共同溝を整備し、安全かつ快適な道路交通の確保、

都市災害の防止及び都市景観の向上を図ります。 

●電線共同溝の整備       

・国道 1 号 岡崎康生電線共同溝 

延長 0.7km 

・国道 1 号 岡崎朝日町電線共同溝 

              延長 3.5km 

・国道 22 号 一宮三ツ井電線共同溝 

              延長 1.8km 

・国道 22 号 一宮浅野電線共同溝 

              延長 3.5km 

・国道 41 号  小牧電線共同溝 

              延長 10.6km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

整備前                   整備後 

 

 

                       

【国道 19 号守山電線共同溝】 

至名古屋市街 

至多治見 

至名古屋市街 

至多治見 
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３．安全・安心の確保  

    

3.1 安心・安全な道路交通を確保するための道路整備 

    

（１）国道 153 号伊勢神改良 （豊田市明川町～小田木町 延長 2.4km）  

国道 153 号伊勢神改良は、高さ制限のある現道のトンネルおよび落石崩壊の危

険性が高い等の道路防災点検要対策箇所を回避することを目的に計画された局

部改良事業です。 

・令和３年度：水文調査、改良工、トンネル工を予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国道 1 号 愛知１号震災橋架替（熱田伝馬橋架替） 

（名古屋市瑞穂区桃園町～熱田区神宮 延長 0.8km） 

老朽化対策ならびに耐震性強化を目的として､熱田伝馬橋の架替事業を推

進します。 

・令和３年度：改良工を予定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 📷① 

📷② 

📷 

■■■■ 事業中区間 

【国道１号熱田伝馬橋（状況）】 

【跨線橋撤去準備施工状況】 

📷 

起点から終点方向 

R3.3 

📷① 

R3.3 

📷② 

R3.3 
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3.2 道路の維持修繕や防災対策  

 

道路利用者が安全・安心に通行できるよう、路面、橋梁等の維持修繕を実施するとと

もに、大規模地震発生に備え、緊急輸送道路の機能を確保するため、橋梁の耐震補強を

推進します。 

また、ゲリラ豪雨（短時間で局地的に発生する豪雨）による道路冠水対策、道路斜面

の土砂崩落等の防災対策を推進し、災害に強い安全・安心な地域づくりを推進します。 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

名古屋国道が管理する道路施設（橋梁、トンネル、ボックスカルバート等）について

は、定期点検により状態の把握を行い、予防的な修繕（補修）により道路施設の長寿命

化を行います。 

また、愛知県内の全ての道路管理者が本格的な道路メンテナンスサイクルを持続的

に回す仕組みを構築するため、愛知県道路メンテナンス会議を開催するとともに、橋梁

点検講習会など技術支援を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【橋梁支承部の腐食】    【愛知県道路メンテナンス会議】   【橋梁点検講習会】 

 

 

 

3.3 道路施設の老朽化対策 

【橋梁耐震補強(水平力分担構造)】 【路面の舗装修繕】 【法面防災対策(法枠工)】 
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3.4 大型車両の通行の適正化  

 

基準の重量を上回る車両の通行は橋梁などの 

道路施設に損傷を及ぼすこと等から、大型車両 

の通行の適正化を推進します。 
                                         １ 
① 違法に通行する大型車両の取締りの徹底 

② 違反者に対する指導等の強化 
                                        １ 

●令和２年度の取締り実績 

 

 

 

 

3.5 「道の駅」による地域の拠点形成  

 

｢道の駅」は、道路利用者への情報提供・休憩施設であるとともに地方創生を具体

的に実現していくための極めて有力な手段であり、観光や防災など更なる地方創生

に向けた取り組みを官民の力を合わせて加速するとともに、地域のネットワークの

拠点として地域づくりに貢献することが期待されています。名古屋国道事務所とし

ても、施設の機能強化や地域の取り組みへの支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点「道の駅」 

地方創生や地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の重点支援で効果的な取組が期待でき

るものを選定 

【取締状況】 

2014(H26)選定  

どんぐりの里いなぶ（国道 153 号 豊田市） 

2015(H27)選定 

とよはし（国道 23 号 豊橋市） 

１５ ４８ ２０ 
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名古屋国道事務所のご案内 
〒467-0833 

名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目３０番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 4 月 

◎工事の総合評価方式の審査・評価と工事発注に必要な技術面での手続き及び工事検査・品質
◎名古屋国道事務所に関する総合窓口です。 　確保に関する窓口です。

総　務　課 (052)853-7320     (052)841-2517 品質確保課 (052)853-7351     (052)853-7352

◎名古屋国道事務所が発注する工事・業務・物品等の入札・契約及び支払い等に関する窓口です。 ◎名古屋国道事務所管内の道路管理及び乗り入れ申請や道路占用申請等の許認可に関する窓口です。

経　理　課 (052)853-7321     (052)853-7335 管理第一課 (052)853-7324     (052)841-2517

◎名古屋国道事務所管内の道路の維持管理、防災対策、橋梁補修等及び沿道環境整備事業、共同溝、
◎名古屋国道事務所管内における歩道設置や交差点改良事業等に係る用地取得に関する窓口です。 　電線共同溝の工事に関する窓口です。

用地第一課 (052)853-7322     (052)853-7348 管理第二課 (052)853-7325     (052)853-7336

◎名古屋国道事務所管内の歩道設置・交差点改良等の交通安全対策、特殊車両通行許可申請に
◎国道２３号沿道環境整備事業に係る用地取得に関する窓口です。 　関する窓口です。

用地第二課 (052)853-7353     (052)853-7348 交通対策課 (052)853-7327     (052)853-7334

◎名古屋国道事務所の改築事業及び建設機械・機械設備に関する窓口です。 ◎名古屋国道事務所管内の電気通信施設及び防災情報施設の整備・維持管理に関する窓口です。

工　務　課 (052)853-7328     (052)853-7336 防災情報課 (052)853-7329     (052)853-7334

◎名古屋国道事務所で実施する改築事業の調査・計画・設計及び沿道環境整備事業、共同溝、
　電線共同溝に関する事業の計画・設計に関する窓口です。

(052)853-7323     
計　画　課 (052)853-7326     (052)853-7332


